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経 済 論叢(京 都 末 学 〉 第161巻 第5・6号,1998年5「 ・6月

.台湾 の 中心 衛 星 工場 制 度

高 杏 華

1課 題

.台湾政府 は1984年7月 に日本の.「下請 ・系列」の理念を導入.して,「 中心衛

星工場制度」(以F「 中衛制度」)を発足させた。大企業(中 心工場)と 中小企

業(衛 星工場)と の補完 ・協力関係を政策的に推 し進めるためである。すなわ

ち,政 府によって有力な中心 ・.衛星工場を選別 し,中 心工場を核 とする一つの

体系(中 衛体系)を 作 り上げる。中衛体系においては,中 心工場と衛星工場と

が補完 ・協力関係を作 り,長 期 ・継続的な取引関係を持つように指導 ・援助 を

与えることによって,効 率的な生産分業体制の形成を期待 したのである。同時

にまた,企 業の垂直統合・・水平合併g促 進,親 子 ぐるみのモデル体系の育成な

どが期待されている%こ のように,中 衛制度 とは政策的に育成される企業間

結合関係であ り,大 企業 と中小企業との問の取引関係(以 下 「中衛関係」)を

制度的に作 り出そうとするものである。

本稿ではまず,台 湾の中衛制度,中 衛関係に関する先行研究によりながら中

衛制度の成立の背景を明らかにする。ついで,中 衛制度が成立 しでから現在ま

での内容の推移,成 果を検討する。そして最後に,中 衛制度の もとにおける五

つの中衛体系を具体的に取 り上.げる。

1)呉 恵然 「中衛 制度推戴小組的催生,成 立,苗 壮」 『中衛簡訊』第4期 ,財 団法人中衛発 展中心,
1985年6月20日 。
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11中 衛制度の成立背景

1企 業大型化による規模経済の追求

中衛制度が発足ずる以前,台 湾では.中小規模の家族.企業が法人企業全体め

98%を も占めていた。そのほとんどは生産性が低 く,経 営管理の理念も.占いた

め,産 業経済の発展に支障をきた してきた。.そこで,台 湾政府は企業規模の大

型化による国際競争力を生み出すことを目的として,1970年 代から政策的に企

業間の合併を推進 してきた。 しか し,伝 統的に 「鶏r件 後」という価値観を重

視する台湾では企業間の合併は極めて難 しかった。そこで,企 業合併に代わる

方策として,新 たに中衛制度による企業間の協力関係を促進 しようとしたので

ある%.同 制度のもとでは,衛 星工場の側は受注の安定化および中心工場から

の支援によって生産の専業化や生産力の向上が期待で きる。一方,中 心工場の

側では衛星工場の能力が向上することによって,組 立や研究開発,販 路開拓な

どに専念で きる。さらに,合 理的な分業体制が形成されるなかで,中 心工場の

衛星工場に対する資本参加や合併,中 心工場間の合併,衛 星工場間の合併など

.が期待されている。こうした中衛制度の普及を通 じて,生 産性の低い中小企業

を淘汰し,重 複投資の無駄を避け,企 業の大型化による規模の経済性 を追求し

ながら産業の高度化を達成 しようというわけである。

2台 湾 にお ける中衛関係

い うまで もな く,中 衛 制 度 が 正式 に 成 立す る以 前 に も,大 企 業 と中 小企 業 と

の取 引 関係 が 見 られ な か った わ け で は な い。 しか し,そ れ らの 取 引 関係 は あ く

まで も一 時 的 ・機 会 主 義 的 な もの が 多 か った6そ こで,政 府 はす で に第 四期 台

湾 経 済 建 設 四 カ年 計 画(1965-68年)の な か で 「建 立 中心 衛 星 工 場 制 度 」 とい

う方 針 を提 出 して い た%ま た,一 部 の 大 企 業 で は い わ ゆ る 「協 力 会」 が 公

2)同 上。

3〕 行政院研究発展委員会研商 「我国衛星工廠体系之研究」座談会会議記録,許 士軍 『我国衛星工

廠体系之探討』.行政院研究発展委員会編,1979年5月,付 録。
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式 ・非公式に形成されており,自 らの衛星工場群を擁するものもあった。たと

えば,台 湾松下電器はすでに1963年 から毎年協力lr:場の懇談会や研修などの活

動を行 ってきた。あるいは,裕 隆自動車は1970年 にト1産自動車の協力会 「宝

会」をまねて 「裕隆協力工場協力会」を成立させていた。 しか しながら,台 湾

の企業関係においては,大 企業の中小企業に対する指導 ・援助は一一般的ではな

く,し かも中小企業は概 して生産性が低 く,家 族企業的な行動を取るため,援

助効果 も小さかった。他方,大 企業の側でも,劣 弱な中小企業 との長期 ・継続

的な取引関係 よりもスポ.ット取引の方を選好する傾向が強かった4)。つまり,

台湾においては大企業と中小企業とがそもそも有機的に結合していない状況に

置かれてきたのである。反面,中 小企業同士でぽお互いに垂直的 ・水平的な分

業関係を独自に生み出して,効 率的な 「弾力性のある企業組み合わせ構造」を

形成 してきた。こうした台湾経済の特徴は,人 為的に形成する 「中衛体系」や

「企業合併」.に比べて中小企業の競争力や活力をより発揮させる,と いう指摘

す ら見られたのである㌔

このように,台 湾経済においては大企業と中小企業の緊密な企業間関係が欠

如 したままで,大 企業は中小.企業に関する情報に乏しく,限 られた相手 としか

取引 してこなかったため,競 争発注による能率的な調達ができなかった。また.

一般に,中 小企業に対する管理 も不徹底であった。一方,中 小企業の方はその

多.くが生産性が低 く,過 当競争に走って,製 品の品質 ・納期などの点で も問題

点が多かった。しかも,中 小規模の企業のなかには税金逃れを目的とするよう

ないわゆる非合法企業 も存在 した。また,こ れまでの企業間の実際の取引現場

においては,標 準検査機器や統一規格などが不備であったため,取 引上の紛争

が絶えなかった。以.ヒのような従前の企業間関係 に存在す る諸問題を解決 し,

生産性の低い中小規模の.企業を整理することによって合理的な分業体制を形成

4)同 上。

5>陳 介玄 「協 力網結 与生活結構 台湾中小企業的社会経 済分析』聯経 出版事業,1994年3月,

142一】45ベー ジ。



.72〔駈4).第161巻 第5・6号

するために,政 府は公式に.中衛制度を発足させることになったのである。

それは,ま ず製造業企業を対象にして,実 際に取引関係にあ.る中心工場,衛

星工場に対 して企業診断を行い,合 格 した優良企業を工業局に登録させて重点

的に指導することから始められた。このことによって,有 力.企業を選増し,企

業の体質改善を推 し進め,非 合法な企業を取 り締まることになった。また,受

注企業の情報提供や発注 ・受注企業間相互の交流を通じて部品取引の競.争力を

高めようとした。同時に,登 録した企業を対象にして,全 国的な生産方向の調

整,部 品の標準化,技 術の向上などを推進 しようと意図したわけである。

しか しながら,中 衛制度の実施によっても従前からの中衛関係は必ず しも簡

単に変わるわけではなかった。たとえば,電 器 ・機械 ・電子 ・運輸工具産業に

.登録 した中心工場 と衛.星工場の補完関係を分析 した陳啓松6〕および楊明豊ηの

.研究によれば,両 者間の補完関係や依存関係の構築はけっして容易ではないこ

とが明らかになった。彼 らは,中 衛制度の実施によりまず中衛関係の不足点を

補う必要性があると強調 したのである。他面,そ もそも中衛制度の効果そのも

のを疑問視する見解 も出されている』.たとえば,陳 章真の研究によれば,中 衛

関係における付加価値率,依 存度,納 入率と税引前純利益についての分析の結

果,中 衛制度の効果は必ず しも明確になっていない.ことが指摘された%ま た,.

彼は自動車 ・機械 ・電.子産業における品質,納 期,お よび中衛制度を採用する

利点 ・不利について具体的に分析した結果,中 衛制度の採用は生産管理 ・人材

養成の方には成果があり,ま た企業は 「共存共栄」の認識をもつようになった

ものの,.中衛制度の理念そのものはまだ十分に理解されているわけではないと

いう%そ こで陳章真 は,企 業に対 して融資や減税を通 じてイ.ンセン.ティブを

与え,技 術や経営管理の指導を外部機関に任せ,中 衛制度の執行機関は 「引導

6〕 陳啓松 「我国中心雨 量工廠制度之改進研究」清華大学,工 業工程研究所碩士論文,1987年 。

η 楊明豊 「我 国中心衛 星工廠 制度外征管 理系統之研 究」清華大 学.工 業工 程研究所 碩士論文,

1988年 。

8}陳 革具 『中心衛星工廠之奨励 与成効的探討』中華 経済研 究院,1988年6月 。

9}陳 章真1中 衛制度的評佑与改進研究」中華経済研 究院,1989年7月 。
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者」の位遣に止まるべきだと政府に提言した。また,周 冠軍は,中 衛 センター

に登録 ・未登録の自動車部品メーカーを対象に数量的手法を用いて分析 を行 っ

たが,結 果 として,全 要素生産性と費用関数についての分析では登録 ・未登録

.企業の間での明確な差が確認できなかったという]0)。

.このよう.に,中衛制度に関する先行研究によれば,全 般的に中衛制度の効果

.が疑問.視されてきたのである。しかしなが ら,台 湾の中衛関係についての研究

は,.ま だ数 も少なく,内 容的にも不.卜分な点がある。たとえば,先 行研究はほ

とんどが中心工場と衛星工場との補完関係だけを分析 していた。.しか し,中 衛

制度自身の内容や中衛制度による企業への具体的な指導内容,そ して企業側が

中衛制度のもとでどoよ うに行動するのか,な どについての検討 まだは不十分.

なまま残されているように思われるのである。

III中 衛制度の内容

台湾政府の経済部が中衛制度の準備に着.手し始めたのは,1982年 初に 「建立

中心衛星工場制度方案」を提起 してからである。同時に,業 界の意見を聴取す

るために,数 回にわたって大企業からのヒヤリングが行われた。翌83年6月 に

は,中 華自動車,大 同,巨 大,台 湾松.F電 器,.な どの大企業からの意見聴取を

もとにして,経 済部工業局は中心衛星工場間の相互利益関係に関 して.〔1)衛

星工場は必要とする原材料を中心工場を通 じて統一的に調達する。② 金融機

関は原材料購入の融資を与える,の 二点の結論に達 した。そして,同 年7月

「建立中心衛星工場体系方案」を作成,16社 の大企業が中心工場として指定さ

れ,そ れらに所属 していた衛星工場 に対 して企業診断 ・企業選別の登録作業を

行い始めた。さらに,84年6月 には,中 華 と裕隆自動車の合格衛星工:場が初め

て中小企業銀行か ら融資を受けた。同年7月 には 「経済部工業局中心衛星工場

制度推戴小組」(以 下 「中衛小組」).が執行機関として設置された。85年12月 に

10)周 冠軍 「台湾汽車業中衛制度 績効之実証研 究一 成 本函数之応用」中央大学,産 業経 済研究所

碩士 論文,1990年 。
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な る と,政 府 はい よい よ 中衛 制 度 の推 進 を 二段 階 で 実施 す る た め各5カ 年 の10

年 計 画(1984年7月 一1994年6月)を 設 定 し,主 に 垂 直 的 な11r衛 体 系(以 下

「垂 直 体 系 」)作 りに力 を入 れ 始 め た の で あ る1"。

1垂 直体系の推進期(1984年7月 一94年6月)

第一段階(1984年7月 一89年6月)の スター ト期 においては,執 行機関の中

衛小組は中衛制度の趣旨を全国的に宣伝 し,製 造業を中心にして実際に取引関

係にあった中心 ・衛星工場の調査を開始 した。同時に,中 衛制度の促進につい

.ての研究を行い,ま た中衛体系の建立に関する資料を収集して,企 業側に提供

した。重点的な指導を進めるために,.まず,大 企業の.下の衛星工場を対象に企

業診断を行い,有 力企業を選抜 し,工 業局に登録させたのである。

企業診断などの作業を進めるために,工 業局は製造業の特性によって中衛体

系を次の3つ のタイプに分けだ%タ イプ1は,最 終製品の組立企業を中心工

場 とし,部 品を提供する企業を衛星工場 とする。タイプ2は,川 下工程で多く

の種類の製品を加.[:させる中間原料供給企業を中心工場とし,最 終製品の加工

企.業を衛星工場 とす る。 タイプ3は,専 門貿易商社,あ るいはプラント輸出会

社などを中心工場とする。そして長期委託加.r製 造工場,あ るいは生産指導を

受け生産 した製品を中心工場へ供給する工場を衛星工場とする。.

以上の分類を踏まえながら,企 業の選択基準は,当 初,次 のように決められ

た131。まず,中 心工場の資格条件としては,(1)資 本金はNT(台 湾元,以 下

同じ)5億 元以上,あ るいは最近3年 の売 ヒ高が平均10億 元以上の企業。ただ

し,政 府により指定されたものは別 とする。② 健全な財務構造,経 営管理能

力,会 計および品質管理制度をもつ企業。㈹ タイプ1に おいては,10社 以上

の衛星工場をもつ企業。 タイプ2お よびタイプ3に おいては5社 以上の衛星1:

11〕 中華経済研究院 「中心 衛星工廠制度 的研究与評佑一 研究計画草 案11987年7月 。

12)財 団法 人中衛発展 中心 『建立 中心衛星工廠制度計画五年成果特輯]1994年6月,26-27ペ ージ。

13)莫 一誠 「中心衛尾工廠 定価政 策之研究」政治大学、企業管理研究 所碩士 論文,1984年6月,34

ペー ジに よる。
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場 を もつ企 業。 ㈲ 衛 星 工 場 と長期 契 約 を結 ぶ 必 要 性 を もつ企 業 で,し か も衛.

星工 場 に対 す る指 導 制 度 を確 立 で き る もの 。

ま た他 方,衛 星 工 場 の 側 の 資 格 条件 と して は,(1}資 本 金1千 万 元 以上 の製

造 企 業 。〔2).タ イ プ ユにお い て は,年 売.ヒ高が2千 万 元 以 上 あ るい は 中心 ■ 場

に対 す る依 存 率 が25%以 上 の企 業 。 タイ プ2と タイ プ3に お い て は.年 売 上 高

が5干 万 元 以 上,あ るい は中 心工 場 に対 す る依 存 率 が25%以 上 の企 業 。 ただ し,

政 府 に よ り指 定 され た もの は 別 とす る 。(3)健 全 な経 営 管 理,会 計,品.質 管 理

制 度 を確 立 す るた め に指 導 を 受 け 入れ られ る もの。

しか しなが ら,以 上 の よ うな 当初 の資 格 条 件 は台 湾 の 企 業 に と って は厳 格 す

ぎ た こ と も あ「り,そ の ま ま適 用 さ れ なか っ た。 実 際 に は,現 在 まで,次 の よ う

な選 択 基 準 とな っ て い る14)。す なわ ち,ま ず 中心 工 場 につ い て は,資 本 金 と売

上 高 が 業 界 の 平 均水 準 に達 し,あ るい は生 産 ・販 売 が規 模 経 済 に達 し,実 際 に.

衛 星 工 場 との取 引 関係 が あ り,財 務 面 が 健 全 で,衛 星 工 場 に対 す る指 導 が 可 能

な もの 。他 方,衛 星 工 場 につ い て は,実 際 に中心 工 場 との取 引 関 係 が あ り,中

心 工 場 か らの指 導 を受 け られ る もの,と な つ.た。 つ ま り,ほ とん ど資 格 条件 は

な い に等 しか っ た ので あ る。

さ て,こ れ らの条 件 を満 た して,工 業 局 に登 録 す る に際 して は,衛 星 工 場 は

原 則 的 に 中心 工 場 に よ って 選抜 され,中 心 工 場 を通 じて 申請 す る こ とに な っ て

い る。 中心 工 場 は外 注 額 な ど に関す る書 類,さ ら に 自社 お よび 登 録 希望 の衛 星

工 場 の最 近 含年 の財 務 諸 表,自 己評 価 表 な どを 中衛 セ ン ター に 提 出 す る 。 ま た,

.中衛 制 度 の推 進 に役 立 て るた め に,中 心 工 場 は 自 ら に対 す る納 入 シ ェ ア80%以

上,依 存 率80%以 上 の衛 星 工場 の リス トを提 出 す る こ と とな った 。書 類 審 査 で

は企 業 が 合 法 の 企 業 か,中 衛 関係 に お け る実 際 の 依 存 関 係 の 有 無 な どが 重 点 的

に検 討 され る。 そ して,書 類 審 査 にパ ス した 企 業 に対 して,中 衛 小 組 は,省 属

行 庫 連 合 指 導 セ ン ター,工 業 技 術 研 究 院,金 属 工 業 工 業 発 展 セ ン ター,中 国 生

産 力 セ ンター な どの外 部 機 関 と と もに,財 務 ・マ ー ケ テ ィ ング(衛 星 工 場 は該

14)財 団法人中衛発展中心 『申請建立中心衛星工場制度作業辮法P990年6月,1ペ ージ。
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当 せず)・ 管 理体 制 ・技 術r製 造 過 程(.タ イ プ3の 中 心 工 場 は 該 当 せ ず)の 五

つ の側 面 につ い て現 場 で 企 業 診 断 す る こ とに な る。 現 場 で の 企 業 診 断 は と くに

環 境 対 応 面 や 財 務 面 な どが 重 視 さ れ て い る 。 これ ら五 つ の側 面 につ い て は,そ

れ ぞれ60点 以..ヒの得 点 で,す べ て に 合格 しな けれ ば な ら ない 。衛 星工 場 の評 価

の結 果 は,同 時 に 中心 工 場 の 衛 星 工場 に対 す る管 理 の参 考 に も供 され る。.

さ て,企 業 診 断 に合 格 した 工場 は工 業 局 に登 録 され,政 府 の優 先 的指 導 の対.

象 とな り,ま た,中 衛 小 組 か ら次 の よ うな 便 宜 や指 導 を 受 け られ る】5}。{ユ)台.

湾 中小 企 業 銀 行 な どの 金 融 機 関 か らの長 期 低 金 利 の融 資,② 教 育 訓練 や 製 造

過 程 な ど の ケー ス指 導,〔3)迅 速 な生 産 ラ イ ンチ ェ ンジの 指導,㈲ 品 質 に 関'

す る指 導,(5>機 械 設 備 の代 理検 査 サ ー ビス,な どで あ る。 中 衛小 組 の指 導 の

も とで,198912月 まで に登 録 さ れ た 中衛 体 系 は,合 計64体 系 で あ り,登 録 工

場 数 は計1,260社 とな って い る。

とこ ろで,中 衛 制 度 の も とで,中 心,衛 星 工 場 の体 質改 善,相 互 の 緊密 な 関

係 作.りな どが 展 開で きた の は,実 際 に は 第二 段 階(1989年7月 一1994年6月)

に 入 っ てか らで あ った 。 また,こ れ ま で の 中衛 小 組 は工 業 局 の 一 部 門 に過 ぎな

い政 府 機 関で あ った た め,限 界 が指 摘 され て い た。 そ こで,よ り長期 的か つ 有

効 に 中衛 制 度 を促 進 させ,そ して 政府 と民 間企 業 の 架 橋 と して 活動 で きるよ う,

中 衛小 組 に代 わ って,1990年7月 に は 「財 団 法 人 中衛 発 展 中心 」(以 下 「中衛

セ ン ター」)が 設 立 さ れ る こ と に な った 。 中衛 セ.ンター は 「建 立 中 心 衛 星 工 場

`

制 度 計 画 」 を作 成 し,中 衛 小 組 の業 務 を継 続 す るほ か に,さ らに指 導 項 目の 増

加,二 層 体 系 の 推 進,モ デ ル体 系 の育 成,.ま た 日本 か らの技 術 導入 ・専 門家 の

招 致,出 版 物刊 行,国 家 品 質 管理 奨 の 開催 な ど に力 を入 れ,中 衛 関係 の一 層 の

強化 に取 り組 ん だ の で あ る。

こ の段 階 にお い て も中衛 体 系 の分 類 と選 択 基 準 は第 一段 階 とほ ぼ 同 じで あ っ

た 。 しか し,第 一段 階 に お け る企 業 診 断 の 条 件 が 廉 しす ぎた こ と もあ った た め,

応 急 の是 正 措 置 も ス ター トした。 た とえば,中 心 工 場 の衛 星工 場 数 の不 足 や 経

15)財 団法人中衛発展中心1中 衛簡訊」第19期,1987年10月20日 。
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営体質の低さなどの理由で,政 府はこれらの企業の指導に踏み切った。あるい..

は,現 場での企業診断の点数が59-50点 の不合格企業を 「準中衛体系」とする

ことによって,中 衛センターはそれ らの企業が合格できるまで重点育成するよ

うになった。また,国 の軍製品の生産を受注する衛星工場を選別するたゆに新

たに 「国防工業」体系を設けた。同体系に登録された衛星工場だけが軍製品の

生産を受注することがで きることにしたのである。

中衛センターの指導内容は多様であ り,し かも体系全体の指導に重点を置 く

ことが多い。体系全体を指導する場合は,原 則的に中心工場を先に指導 し,中

心工場の体質を改善 してか ら,中 心工場とともに衛星工場を指導 し,体 系全体

で自主運営ができるようになることが期待されている。具体的な指導内容とし

ては,QCの 推進と 「協力会」作 りの指導,オ ンライン ・ネ.ットワーク,無 検

査制度,外 注管理方法,二 層中衛体系の形成の推進,人 材教育,.体 系全体の品

質改善,品 質耳インテナンス,体 系全体のコス トダウン,JIT生 産方式,異

業種衛星工場の集中指導,な ど多岐にわたっている。

また,こ の段階の金融面の支援内容 については1刷,無料の企業診断があるほ

かに,登 録企業は指導を受けた際に政府か ら指導費用について上限50万元 とす

る補助金が受けられる'。ただ.し,こ の補助割合は初年度が75%ま でであり,以

後,40%ま で毎年引き下げる。また,金 融機関からの低利の手形割引や信用保

証,.信 用調査の簡素化などg優 遇措置も受けられる。さらに,台 湾省合作金庫

と台湾中小企業銀行から低金利融資が受けられる。台湾省合作金庫では.1990年

に衛星工場への総額200億 元の融資計画をもってお り,1993年 の時点では総額

100億元 となっている。.また,台 湾中小企業銀行は1990年 に技術集約型産業の

衛星工場に金型の購入のための融資を行い」貸出総額は2億 元であった。総額

2偉 元の範囲を超えない限 り,繰 り返 して借 りることができる。

16)金 融面の支援については,次 の論文を参考 に した。.

財団法人 中衛発展中心r提 升製造業合作競争力計画簡介」1994年7月1日,39べ.一 ジ。

張鉤 「登録 中衛先享財務協 助」 『中衛簡訊3第87期,財 団法 人中衛発展中心,1990年11月20日 。

中小企業処 『中小企業服務指南」1993年9月,67ペ ージ。



一

7呂(550).第161巻 第5,6号

こ う して,中 衛 制 度 の10年 計 画 の も とで,多 くの企 業 が 登 録 し,指 導 を 受 け

た 。1994年6月 ま で に登 録 さ れ た 中 衛 体 系 の 数 は合 計148で あ り,登 録 工 場 数

は計2,250社 とな って い る。 さ ら に,政 府 は経 済 環 境 の 変 化 に応 じて,こ れ ま

で の 垂 直 体 系 の形 成 を推 進 しなが ら,同 時 に 「水 平 体 系 」 の形 成 を推 進 し始 め

た 川。 この水 平 体 系 は 大 企 業 と中 小 企 業 の 補 完 ・協 力 関 係 を 強 調 す る よ りも,

む しろ企 業 間 と りわ け 中小 企 業 間の水 平 的 な ネ ッ トワー ク形 成 を強 調 す る。 こ

の政 策 の 背 景 には,こ れ まで 中衛 体 系 に登 録 した企 業 の うち,い わ ゆ る中 小 企

業 はわ ず か16.7%に す ぎなか った こ と,ま た 多 くの 中小 企 業 は取 引 相 手 の 中 心

工 場 を持 た な い,ま た は 中心 工 場 に牽 制 され る恐 れ が あ る た め登 録 す る こ とが

で き ない,と い う;と が あ っだ8,。.そ こで,政 府 は よ り多 くの 中 小 企 業 が 広 範

に指 導 を受 け られ,合 理 的 な分 業 体 制 が で き る よ うに調 整 し始 め たの で あ る。

2水 平体系の推進期(1994年7月 一1999年6月)

第二段階の 「建立中心衛星丁:場制度計画」が終わるに従い,中 衛センターは

「提升製造業合作競争力.計画」を打ち出 した。この新計画によって,こ れまで

通 り垂直体系を拡大していくと同時に,体 系越えあるいは産業越えの非垂直同

業あるいは異業種団体の協力関係によっ.て水平体系の形成を促進することに

なった.。水平体系の形成によって,中 小企業集積地の活性化,地 域中小企業の

発展,異 業種間の交流による新事業の開拓や技術力向上,高 付加価値製品の生

産,先 端技術開発などが図られた。現在,政 府が促進 しているものとして具体

的には次のようなものがある。たとえば,台 湾の中部に立地する工作機械メー

カーが高付加価値製品を産出するように期待されている 「中区機械周辺産業」

体系,新 竹科学工業団地め内部または周辺に集積するハイテク産業の中小企業

の統合を目指す 「新竹ハイテク産業」体系,そ して,特 殊鋼の研究開発によっ

て対日貿易赤字を改善するための 「合金鋼」体系,自 動車メーカーが統一的に

17)財 団法 人中衛発展中心 「提升製造業合作競争力計画簡介」1ペ ージ。

18)周 侃萱 「試斬我国中小企業転型困境」 「台湾経済研究月刊』第16巻8期,1993年8月 』

ー
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原材料を購入 し共通のエンジンを開発することを目的とする体系,な どがあ.げ

ら.れている。

この段階においては,中 衛センターの企業に対する選択基準については企業

の登録動機および産業の特色を評価するようになったことが注目される。水平

体系に登録する場合,企 業数は少なくとも4社 以上から構成され,4分 の3は

中小企業でなければならない19。申し込みはそれぞれの名義で行われ,し か も

体系の協力内容や協力構想などに関する書類を提出することになっている。中

衛センタ.一では水平体系の協力構想などを審査 し,必 要に応 じて現場診断を行

う。合格 した水平体系は協力内容が機能的 ・機動的なものであるため,垂 直体

系のように工業局に登録するのではなく,中 衛センターに登録することになっ

た。

.さらに,中 衛センターは指導内容に体系全体の自動化,経 営管理技術,I

E・VE手 法,EDIな どを追加 した。これまで,政 府の補助金の援助対象は

個別企業および体系全体であったが,こ の段階では体系全体だけに限られ,個

別企業 には適用 しないこととなった3P}。また,補 助金は原則的に指導費用の

40%で,.L限 は50万元と決められた。ほか}と,新 しく登録 し,初 めて協力関係

をスター トさせる体系では,準 備費用 として上限12万 元の補助金が受け.られる

ようになった。水平体系を対象に 「中小企業発展基金支援辨理互助合作事案貸.

款要点」 という融資方法も生まれた。

3中 衛制度の成果

表1は1996年4月 現在の登録状況を一覧 したものであるξタイプ1の 組立産

業体系はそもそも中衛体系に適合的であっため,登 録体系数および工場数が最

も多い。そして,と くに自動車産業においては,衛 星工場である一次部品メー

19).こ の段 階におい ては,水 平体系の形成に重点 が置かれ ていたが,大 企業 を核 とする中衛体系 の

形成 については原則 として変化はなか った.中 衛 セ ンターで の聞 き取 り(1996年4月}に よる。

20)指 導費につ いて は個別企業の場 合は個 別企業 が払 う。体系全体の場合は中心工場 と衛 畢工場 と

の協 定による。
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表1中 衛体系の登録状況 〔1996年4月 現在)

産 業 合 格 登 録 体 系
E

体系敷:登 録工場数

自動車
一層1裕 隆

,中 華,福 特,三 富,羽 田,三 陽,国 瑞,国 産,慶 衆 22574

二層 大境,全 興,六 和,開 驚,健 生,瑞 利,南 陽,信 通,和 鞍,信 昌,台

惟,中 華台亜,統 一工業.

オ ー トバ イ 光陽,台 鈴,山 葉,展 葉,偉 士伯 5 104

自 転 車 巨大,旭 光,太 平洋伯)
「

3 58

機 械 力山,復 盛,栄 富,建 徳,福 裕.壊 豊.勝 傑,益 進,程 泰,台 中精機 、

金 剛,揚 銭,友 嘉 全鋒,金 蔓,誠 岱,富 強姦,遠 東綴蔵,台 湾麗偉

19 220

ミ ジ ン 勝家,高 林,伸 興,隆 泰新 4 56

電 機 東元,士 林,中 興,亜 力,瑞 智,三 洋,中 国電 器,台 湾日光燈 8 163

家 電 声宝.歌 林,大 同,渓 泉,立 原,海 燕,台 湾松下,台 湾推問,台 湾桜

花,達 新電器

10 159

電 子
甑 夢 蹴 吉悌・難 転 憾 電)滴鮒 ・飛礪

10 117

ダ

イ

プ

ー

コ ン ピュー ター 宏碁,明 暮,皇 旗,英 詩,倫 飛,宗 浩,神 達,唯 冠,大 衆、美格 、力捷

,廻 吉 多,東 元資訊,台 湾慧智

14 179

電線電縫業 万泰,大 判羊〔電} 2 11

カ メ ...与 音力爾 1 6

紡.績 心心,如 興,東 豊,和 倫,台 元,大 裕,恰 華,啓 台,佳 和,亜 力山大,

台南企 業

11 71

履 物 鞏固,創 泰,宝 成 3 2D

製 傘 福太洋傘 1 n

玩 具 雪庇模型 1 8

ス ポ ー ツ 光男,高 山 2 15

食 品 味全,統 一,勝 絞,泰 山,黒 松 5 46

陶 磁 器 栄職,和 成 2 19

ガ ラ ス 台琉 1 10

航 空 宝一,台 翔,.華 豊,全 鋒 4 26

金 属
加 工

一層
中国鋼鉄,唐 栄,栄 剛,華.ド,工 材所,名 佳利,第一 ・鋼鉄 15 24呂

タ

イ
プ

2

二層 春源,長 銘,大 中,聚 亨,聖 岳,世 豊,志 聯,新 光鋼鉄

化 学 台聚,亜 聚,華 夏,福 聚,中 油,信 立,高 蔵,台 達{化} 8 108

国 防 工 業 中科院,陸 軍総部,海 軍総部,空 軍総部,聯 動総部 5 3D4

そ己
の.準 中衛 体系 統聯,永 興農機 z 23

他
.水 半 体 系 箭竹ハでテク産業.中 区機櫨周辺産業,合 金鋼 3 70

合 計 161 2,626

出所 財団法 人中衛発展 セ ンターの内部資料,よ り.作成.
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カー が 自 ら中心 工 場 とな って,.独 自の体 系 を形 成 してい る ケー スが13体 系 あ る 。

重層 的 な,い わ ゆ る 「二 層 中衛体 系」 が形 成 され て い るわ けで あ る。 また,タ

イ プ2に おい て は,現 在,台 湾 で は鉄 鋼 の輸 入が 制 限 され て い る た め,国 営 企

業 の 中 国鋼 鉄 体 系 で は,8体 系 が 二 層 中衛 体 系 を形 成 して お り,中 衛 体 系 の な

か で 最 も規 模 が 大 きい。 反面,化 学 工 業 に おい て は 原 材 料 の 輸 入 は比 較 的 に 自

由で あ るた め,衛 星工 場 は 自 ら輸 入 す る こ とが 多 く,垂 直 的 な供 給 体 系 が 形 成

され に くいa,。 また,タ イ プ3の 専 門 貿 易 商 社 お よ び プ ラ ン ト輸 出会 社 は 当初

存 在 して.いた が,現 在 は存 在 して い な い 。 中 小 企 業 の 多 い こ の体 系 で は共 通 生

産 ・統 一販 売 を 求 め られ るが,既 存 の 利 益 の あ る分 野 に お い て業 務 上 の衝 突 点

が 多 い 。 したが っ て,異 な る業 務 間 で の協 力 内 容 を見 つ け る こ とが 難 し く,中

衛 体 系 は形 成 しに くか った 。 加 え て,既 存 利益 を パ ー トナ ー に享 受 させ た くな

い とい う意 向 も働 くた め,水 平 体 系 は 現在3体 系 だ けが 登 録 して い る にす ぎな

い 。 こ う して,同 表 の よ うに,現 在 「国 防工 業 」 と 「準 中衛 」 体 系 を含 め て,

全 部 で161体 系 が あ り,.2.626工 場 が登 録 して い る。 中衛 制 度 が 成 立 した 当初 は

わ ず か16体 系 で あ.つた か ら急 速}ヒ増 加 した こ と に な る。

しか しなが ら,と く.にタイ プ1に お い ては 部 品 メー カ「 が 規模 の経 済性 を追

.及 す る結 果,複 数 の 体 系 に重 複 登録 す る こ とが 多 い こ と に注 意 しな け れ ば な ら

ない 。 つ ま り,複 数 登 録 率2Z,が 高 い た め,実 際 の 登 録:L場 数 は も っ と少 な い こ

とにな る。 また,政 府 の登 録 工 場 に対 す る指 導 は経 営 管 理,生 産管 理,人 材 育

成 に偏 って い る た め,登 録 した工 場 のす べ てが 必 ず し も政府 の指 導 を受 け る と

は 限 らな い 。 とは い え,中 心 工 場 の衛 星 工 場 に対 す る管 理制.度の確 立,オ ンラ

イ ン ・ネ ッ トワー ク,二 層 中衛 体 系 の 形 成,協 力 会 な どにつ い て は しだ い に成

果 が 現 れ 始 め て い る 。

2ユ)郭 品宏 「中衛体系 与中ノ」.・企業経営合理化 」「台湾経済月刊」 第9巻 第9期,1986年9月 。

22)複 数登録率 とは一つの体系のなかで,他 の体系に も登録 した衛星工場 の数が登録衛星工場 の全

体数に対す る比率であ る。陳啓松(1987)の 研究 によれ ば,自 動車体系 は70.8%,オ ー トバイ体

系は54,3%,自 転車体系は42.5%,家 電体 系は24.7%,コ ンビ轟一 夕一体系は19..3箔,ミ シ ン体

系は8.5%,機 械体系は10%で あった。
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自動 車 産 業 の例 で い えば,中 心 工 場 の 衛 生 工場 に対 す る融 資,投 資,ま た は

共 同 開発 研 究 な どの 技 術 交 流 は まだ 少 ない とい わ れ る2㌔ また,中 心 工 場 の 衛

星 工 場 に対 す る指 導 は 品質 面 で の 指 導 に 止 ま って い る とい う。 しか し,他 面 で

は 中衛 制 度 の も とで 中衛 関 係 を改 善 す るた め の 組 織 や評 価 ・指 導 制 度 も生 まれ

つ つ あ る。 しか も,一 次 部 品 メー カー の 専 門 化 を促 進 す る た め の二 層 中衛 体 系

も13部 品 メー カー に形 成 され て い る。 現 在,組 立 メ ー カ ー の なか で,中 華,裕

隆,福 特 六和,国 瑞 自動 車 の4社 は 正 式 に 衛 星 工 場 に対 す る指 導 部 門 を設 けて

い る。 また,中 華,俗 隆,国 瑞 自動 車 の3社 は 公 式 に 「協 力 会 」 を組 織 して い

る。 あ.るい は,国 瑞 は事 前 に計 画 を立 て て 衛 星 工 場 を指 導 して い る。 衛 星 工 場

との オ ン ラ イ ン ・ネ ッ トワー クが で きて い る の は 中 華,裕 隆,三 陽 自動 車 の3

社 で あ る.そ の他,一 部 の 部 品 メー カー に は 衛 星 工場 に対 す る評 価 制 度 が で き

て い る会社 もあ る。

中衛制 度 にお け る財 務 面 の 診 断 ・指 導 に つ い て は,実 際 に は外 部 機 関 の省 属

行庫.連合指 導 セ ン ター を通 じて 行 わ れ る。 同 機 関 は企 業 の五 力 分 析(財 務状 況

の 五 つ の面 か ら分 析 す る こ と〉,財 務 会計 制度,財 務 管 理 効 果 な どを重 点 に 財

務 診 断 を行 う。 同時 に,登 録 した 工 場 に 財務 ・融 資面 につ いて の指 導 を行 う。

表2は 中心 衛 星工 場 に対 す る財 務 ・融 資 面 で の指 導 の状 況 を示 して い る。

4中 衛制度についての法律問題

以上,見 てきたように,中 衛制度のもとで,中 心工場は特定の衛星工場との

特殊な取引関係を取 り結び,そ れらを工業局に登録させ優先的に指導している。

しか し,政 府が期待 して きた このような緊密な中衛関係の政策的形成は,か

えって,199ユ 年2月 に制定された 「公平交易法」に触れる恐れがある。もちろ.

ん,中 衛制度は政府が産業の高度化を目的に設立 したものであるため,中 衛関

係から生 じた行為は公平交易法弟9条 の 「部会協議」によって,「公平交易委

23)財 団法人中衛発展 中心 『台湾区汽 申:零組件工 業之未来発展作法.一一提昇汽 車零細件廠商 競争力

之作 法』1995年7月,28-34ペ ージ。
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表2「 省 属行 庫 中小 企 業 連 合 指 導 セ ンター 」 に よ る中小 企 業 へ の融 資 ・指 導 件 数

(単位:件,NT万 元)

年

項目

1982.7

i

83.6

1983.7

1

84.6

1984.7

」

85.6

1985.7

↓

86.6

1986.7

i

8ア.昏

196ア.ア

i

88.6

198B.7

}

呂9.6

1989.7

}

90.6

1990.7

}

91.6

1991.ア

i

92.6

処 理 件 数 98 48 46 55 45 31 50 116 176 35

.

融資
診断 融資提案

件数 48 12 13 32 29 15. ω 43 71 7

金額 28,304 18,802 28,532 53,142 59,228 43,245 47,853 3,363 8,338 12,850

財 務 管 理 指 導. 12 15 65 36 32 32 25 30 32 ..47

中心 衛星工 場評 価 一
.5了 57 泓 134 107 180 101 149 192

中心衛星工場財務評価 一 .一 }

一

18 一 一

一

　

一

中心衛星工場五力分析 一.

一一一

239 555 200 } 一 一

中小企業処財務初診 一 一 一 一 一 96 44 59 68 170

中小企業財務融資総合指導 一 50 15 一 78 　
工4 12 83 66

再 診.断 指 導 7 73 36 10 23 } . 一 一 一 30

出所:「中小企業.発展政策措施規画研究」中華経済研究院,1994年6月,17ペ ージ。原資料は 「省

属行庫中小企業聯合補導中心調査」。

員 会 」 との協 議 が で き る よ うに な って い る。 し.かし,.同 法 の 第45・46条 「除外

領 域 」 か ら見 て も,中 衛 制 度 に お け る中衛 関係 は公 平 交 易 法 の 管 制 か ら免 れ る

こ とがで きな い鋤。 す なわ ち,中 衛 関係 に お け る 中心 工 場 の衛 星 工 場 に対 す る

投 資 ・役 員 派 遣,協 力 会 の形 成,中 心 工 場 の衛 星 工 場 に 対 す る不 合理 要求,中

心 工 場 の未 登 録 衛 星工 場 へ の差 別,衛.星 工 場 が 中 心 工 場 の 生 産販 売 ・技 術 の枢

密 を漏 らす こ と,長 期 契 約 の締 結 な どは,そ れ ぞ れ 同 法 の 第6条 第4・5・6款,

第7条,第10条 第3款,第 ユ9条第2・5・6款 に抵 触 す る可 能 性 が あ る25〕。 政 府

は これ らの 点 につ い て解 決 しない 限 り,中 衛 制 度 に 対応 した企 業 は 同法 に触 れ

て しま う懸 念が 指 摘 され る よ うに な って い る。

24)石 世豪r産 業組織与公平交易一一一公平 交易法 「中心一 衛 皐」工廠的管制」永然.文化出版,1992

年8月,282ペ ー ジ。

25)萢 建 得 ・荘春発 「中衛工廠制度下所衛 生的法律 問題」r工 商時報」1992年1)423日 。
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現行諸法律のなかで,中 衛制度に関連しているのはこの公平交易法と同時に

公布された 「中小企業発展条例」(中 小企業基本法)の 第7条 第1款 「業界垂

直合併および中衛制度の建立 と推進」だけである。 しか し,.そこでは中衛制度.

の定義についての明確な説明も与えられておらず、立法過程においても詳細な

議論 もなしに成立 したという鋤。台湾では口本のような 「ド請代金支払遅延等

防止法」や 「下請中小企業振興法」などの法的措置はない。中衛制度における

中衛関係 によって生 じる苦情や紛争は一般の取引での問題 と同じ.ように取 り扱

われている。政府が十数年にわたって推進してきた中衛制度の法的な位置づけ,

そして中衛関係にかかわる法律規制は全 く不十分なままに放置されているので

ある。

IV中 衛制度への企業の対応

以下;こ こではこうした中衛制度に対する企業側の対応について具体的に見

ておこう。

ヨ

ー

.

-
.-

「ヨ

冒
..
..]

凋
.
「
"

1電 機産業体系一一士林電機廠体系

中衛制度に応 じて衛星工場の合併を積極的に促進 したのは士林電機廠(以 下

「士林」と略)で ある。ユ955年11月に誕生した士林は三菱電機 と合弁関係を持

ち,電 装品や重電機器,自 動機械などを生産して睡り,自 らの衛星工場群を擁

してきた。すでに中衛制度が正式に成立する前の83年7月 には工業局から電機

産業体系の中心丁:場として指定された。また,台 湾国内の主な電装品メーカー

として,自 動車およびバイク産業の中衛体系 に衛星工場 として も登録されてい

る。同社は中衛制度を採用 してす ぐに,.体質の弱い,ま たは規模の経済性が低

い衛星工場の合併を促進 し,購.買政策を単一品発注か ら完成品へ転換すること

に.よって衛星.1:場の競争力を高めだ。また,二 層中衛体系を形成できるように,

衛星工場間の合併を促進する目的で,85年7月 に 「協力工場合併経営法案」を

26)百 世肇,前掲書,33二34ページ。
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打 ち 出 しだ%す な わ ち,合 併 に応 じる企 業 は,(1)合 併 静 め 購 買 額 を維 持 で

き る,② 優 先 的 に 巾衛 セ ン ター に登 録 で き る よ うに 指 導 を 受 け ら れ る ,(3)

年 々 に購 買額 を高 め て い くこ とが で き る,.〔4)中 衛 セ ン ター に登 録 後 は,優 先

的 な 受 注権 を もち,か つ 依 存 度 を10%高 め られ る,な ど。 しか しな が ら,こ.う.

した好 条 件 の提 示 に もか か わ らず,台 湾で は衛 星 工 場 間 の 合 併 を促 進 す る の は

容 易 で ぽ なか った 。1985年 に協 力 企 業2社 の合併 を 促 進 した が失 敗 して お り,

そ の衝 衛 星工 場 間 の 合併 を促 進 す る こ とはほ とん どな い 。

また,士 林 は衛 星 工場 の管 理 部 門 と して,84年7月 に 資材 部 の なか に企 画 課

を設 立 した 。 さ らに,85年3月 に は 「士林 電機 協 力 会」 を設 立 してい る。 そ し

て,中 衛 セ ン ター と協 力 して次 の よ う な指 導 を展 開 した 鋤。 す な わ ち ,91年 か

ら92年 にか けて 衛 星 工 場 の1社 は 工場 配置 とコ ンピ ュ ー ター 化 の 指 導 を受 け,

1社 は財 務 管 理 の 指 導 を 受 け,1社 は 精密 陶磁 の指 導.を受 けた 。92年 に5社 は

中衛 セ ン ター に 「異 業 衛 星工 場 の 集 中指 導 」 を受 け,翌 年 さ ら.に 「異業 衛 星 工.

場 の上 級 集 中 指 導 」 を受 け た 。93年 に 「異 業 衛 星 工 場 の 集 中指 導 」 「財 務 診 断」

を受 けた の は そ れ ぞ れ5社 で あ った 。95年 に も5社 が 「異 業 衛 星 工 場 の集 中指

導 」 を 受 け て い る。 こ う して,中 衛 セ ン ター に登 録 され て い る 同社 の 衛 星工 場

数 は93年 に は25杜,95年 に は26社 と.なって い る。

2自 動車産業体系一 国瑞自動車体系.

国瑞 自動 車(以 下 「国 瑞 」)は トヨ タ生 産 方 式 を導 入 す る こ とに よ って 産 業

の高 度 化 を達 成 し よ う とい う意 図 の も とに,1984年4月 に設 立 され た 。 トヨタ

.生 産 方 式 を よ り広 範 に台 湾 の部 品 メー カー に定着 させ る た め に,同 社 は 中衛 セ

ン ター と協 力 して国 瑞協 力 会 会 員 を主 体 にTPS(ToyotaProductionSystem)

研 究 会 とい う指 導 活 動 を展 開 し始 め た ので あ る.。国 瑞 が 中 心 工 場 と して ,衛 星

27)財 団法人中衛発 展中心 「促進衛星廠合併経営」 『中衛簡訊」 第4期,1985年6月20日.

.28}財 団法 人中衛 発展 中心To優 中衛体系推動成 果発表会 士 林電機廠」1993年1月 ,お よび
『展 現合作真新動 カー一一士林電機体系異業衛星廠綜合改善培 訓事案」1995年8月 。
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工 場 とと も に工 業局 に登 録 した の は89年5月 の こ とで あ っ た。 続 い て,同 年9

月 に は購 買 部 の も とに 「国瑞 協 力 会 」 を設 立 し,90年7月 か らは 中衛 セ ン ター

の名 義 に よ り5年 契 約 で,日 本 か ら トヨタ生 産 方 式 の専 門家 を招 き,巡 回指 導

形 式 のTPS研 究会 が ス ター トした 。

国 瑞 はす で に一定 程 度 の技 術 水 準 を持 つ 日系 メー カー との 合弁 企 業 に対 して

「簡 易 自動 化 研 究 会 」 とい う活 動 を通 じて 定 期 的 に指 導 を行 っ て きた 。 した

が っ て,TPS研 究 会 は主 に台 湾 の ロー カ ル メー カー の体 質改 善 を 目 的 と して

展 開 され た ので あ る圏1。方 法 と して は現 場 指 導(一 次 研 究 会)お よ び 自主 研 究

会(二 次研 究 会)に 分 け られ る。 一 次 研 究 会 で は 専 門 家 は年 に約8回,個 々の

企 業 に対 してTPSの 理 念 を半 日か1日 指 導 す る。 一次 研 究 会 に パ ス した企 業

は二 次 研 究 会 に参加 で きる。 二 次 研 究 会 で は 自主研 究 の 形 で現 場 改.善の活 動 を

行 い なが ら,専 門家 の指 導 を受 け る。 指 導 時 間 は毎 回 二 日で,年 に8回 と な っ

て い る。90年7月 か ら94年6月 まで の5年 間 に指 導 を受 け た 企業 は一 次 研 究 会

で は16社 が あ り,二 次 研 究 会 で は9社 が あ った 。TPS研 究 会 に よ っ て 台 湾 の

ロ ー カ ル メー カー の体 質 を改 善 し続 け る 目的 で,国 瑞 は94年10月 に管 理 部 門 と

して生 産 調 査 室 を設 立 して い る。.

TPS研 究 会 の最 初 の推 進 対 象 とな った 国 瑞 協 力 会 は,実 際 に も自動 車 産 業

体 系 の なか で 唯 一事 前 に計 画 を立 て活 動 して い る組 織 で あ る 。 国瑞 の総 製 造 費

用 の3割 を 占め る外 注 品 は ほ とん ど一 社 発 注 に よ って協 力 会 会.員の67社 か ら調

達 してい る。 と くに,67社 の外 注 シ ェア の半 分 以 上 は,ト ヨ タ と と もに 台 湾へ

進 出 した 日本 メー カー との合 弁 企 業 に よ っ て 占め られ て お り,そ れ らは 国瑞 で

は 「新 規10社 」 と呼 ば れ て い る。67社 の うち,新 規10社 を含 め て 工 業 局 に登 録

して い る48社 は67社 の外 注 シ ェ アの87.2%を 占 めて い る。 国 瑞 に とっ て 重 要 な

衛 星工 場 は;琴とん どが登 録 済 み で あ る3㌔

29>財 団法 人中衛発展中心 『掌握fr湾 経 験的生産方式一 国瑞汽車 中衛体系TPS専 案特輯」1995

年3月 。

30)国 端 自動車の社内資料 により計算Q
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ととろが1成 立して9年 目を迎えた国瑞協力会では,国 瑞か らの企画 ・運営

の実務部分に関与する割合が大 きく,協 力会 としての自主運営がで きない とい

う実態にある。協力会に設置されている原価委員会や品質委員会は,現 在まで

その具体的な仕組みや活動内容が未定である。また,新 規10社 のうちには二層、

中衛体系の中心工場として中衛センターに登録 してる企業はない。中衛制度に

おいて政府が期待 してきた部品メーカーの競争への動機を高める競争発注,あ

るいは協力会による中衛工場間の技術交流,そ して部品の現地化などは,現 時

点で.はまだ困難な状況にある。

3コ ン ピューター一 皇旗資訊体 系

モ ニ ターやFAXマ シ ン,携 帯 電 話 な どを 生産 して い る皇 旗 資 訊(以 下 「皇

旗 」)は,体 系 全体 と して 中衛 セ ン タ〒 の 指 導 を 受 けた 。 皇 旗 は1990年4月 に

中 心 工 場 と して 中 衛 セ ンタ ー に登 録 して か ら,94年.6月 にか け て衛 星 工場 と と

も に 中衛 セ ンタ ーか ら指 導 を受 け て い た71)。ま ず,第 一 段 階(90年4月 一90年

末)に お い て,皇 旗 は 中衛 セ ン ター か ら 中心 工場 の購 買 テ クニ ック,品 質 管 理,

製 造 過 程 な どの教 育 を受 け た。 第 二 段 階(91年1月 一93年6月)に お い て は,

自 ら現 場 の5S改 善 活 動 やIE改 善 千 法 な ど の指 導 を受 け な が ら,中 衛 セ ン

ター と と もに2杜 の衛 星工 場 に現 場 改 善 ・品 質 管 理,4社 の衛 星工 場 に簿 記 な

ど の指 導 を行 った1さ ら に,第=… 段 階(1993年7月 一94年6月)の 体 系 関係 の

強 化 期 にお い て は,同 社 は モ ニ ター調 整 に関 す る 自動 化 の指 導 を受 け て い る。

また,衛 星 工 場 の 異 業 種 交流 活動 も行 わ れ,衛 星 工 場1社 が現 場 合 理 化 な ど を

指 導 した 。 この 段 階 が 終 わ る こ とに よ っ て,皇 旗 体 系 が 自主 改 善で きる こ とが

期 待 され て い る。

中衛 セ ン ター の 指 導 の も とで,皇 旗 が1994年 に 中衛 セ ン ター に 登録 してい る

衛 星 工 場 数 は1990年 の8社 か ら12社 に まで 増 加 した 。 しか も,登 録 さ れ て い る

衛 星 工 場 へ の 外 注 額/売 上 高 は次 の よ う に推 移 した とい う。 そ れ は,1989年.

31〕 財団法人中衛発展中心 「成長苗壮的皇旗体系』1994年7月 。
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(1億/億),1990年(1.5億/20億>1991年(1.7億/24億),1992年(4億/40

億).1993年(6億/60億),1994年(7.1億/72億)で あ る。 しか し, .1996年 現

在 で は皇 旗 資訊 の衛 星 工 場 に対 す る指 導 は 少 な くな っ た と言 わ れ てい る。

.4家 電産業体系一 台湾松下電器体系

台湾松下電器(以 下 「台湾松下」)は,中 衛制度が成立するに際 して,政 府

が主宰する会議 には参加 していたが,中 心工場として工業局に登録したのはよ

うや く1994年9月 のことであった。国内の大手メーカーと比べて遅かったこと

になる。 しか し,同 社は創業初期から協力工場を育成するための 「松友会」を

成立 し,そ して,1969年 「協力工場評価制度」や7⑪年 「松友工場制度」などを

作 り出 してお り,す でに中心工場としての役割を果た してきた といえる鋤。政

府の政策に応 じて衛星工場の経営体質を改善するために,「台湾松下資材中心」

のもとに公式に 「台湾松下松栄会」を組織 したのは93年U月 であった。95年3

月.には中衛センターとともに 「異業衛星工場の集中指導」により,松 栄会メン

バーの衛星工場の5社 を指導 した6中 衛センターに登録されている同社の衛星

工場数は94年の1041か ら95年の15社 に増加 した。台湾松下体系は,家 電産業体

系において,中 衛制度をあまり採用 していない大.手メーカーの大同より中衛制

度に対する参与度が高いと思われ,「松栄会」は正式に設立されている唯一の

協力会である鋤。

5専 業貿易商社体系一一→望鋼専業貿易商社体系

台湾では大規模な貿易商社が少ないことにより.,.台湾政府は中衛制度のもと

で,日.本 的な商社を作ろうとしてきた。その一例として,中 衛体系 タイプ3に

おける耀鋼専業貿易商社は,1985年 に三つの工場が出資して設立された会社で

32)台 湾松 ド電器r台 湾松下30年 回顧」1992年10月,46ペ ージ。

33).財 団法 人中衛発展 中心 『創造合作新力量一一 台湾松.ド中衛体系異業衛星廠綜合改善培 訓專案特

輯」1995年11月G

レ
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ある。三つの工場はそのまま衛星工場としてボル トおよびナットを生産し,耀

鋼は中心工場 として輸出の販売業務に専念する。これは同業者間の競争を減ら.

すことや,生 産 ・販売の分離,製 品の規格統一によって製品競争力を高めるこ

とを目的.とした ものであった。 この体系を形成するために,政 府の指導により

数回の協調会議が開かれた。 しか しながら,衛 星工場間での業務上の競合に

よって協力内容の一致点を見出すことは容易でなく,既 存利益をパー トナーに

享受させた くないとい う意向 も働 くという状況のもとで,耀 鋼は1991年 に営業

停止 となった。台湾では中小企業間でめ共同生産 ・統一販売という利点を追及

するのが容易ではないことの一例である6

V結 語

本稿では,「台湾の中衛制度の成立背景,内 容,成 果,そ して具体的に中衛体

系のい くつかの事例を検討した。この中衛制度のもとで,政 府は,効 率的な生

産分業体制,企 業の垂直統合 ・水平合併による産業の高度化を追及するために,

企業整理,企 業診断によって中心 ・衛 星工場を選別し,そ れぞれに対 して指導

援助,企 業交流の機会作 りなどを展開してきた。企業側 も重要な衛星工場を選

別して工業局に登録させ,.ま た,独 自に 「協力会」を設立 して,外 注管理部門,

外注管理方式を確立させながら,衛 星工場に対する理念教育,現 場改善活動,

衛星工場間の交流活動などを行 ってきた。また,外 注先 との取引量を増加させ

ることを目指し,政 府 と協力 して新 しい技術 を導入す ることで,台 湾のローカ

ルメ「カーを指導することがで きるようになった。中衛制度がスター トしてか

らすでに13年 が経過 したのである。.

しかし,従 来,一 般にスポット的な取引が主流を占め,企 業間の協力関係が

薄かった台湾において緊密な中衛関係を形成することは容易ではなかった。.た

とえば,政 府が掲げた中心 ・衛星工場についての資格基準は当初から実現され

なかった。あるいは,中 心工場を通 じての衛星工場の原材料の統一的調達につ

いても,一 部企業が鋼材を統一的に購買するに止まったのである。また,登 録
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状況については,中 衛体系に適合的とされてきたタイプ1の 組立産業体系では

かなりの成果を収めてきたものの,タ イプ2と タイプ3で は...部の例外を除い

て体系それ自体が形成されに くく,と くに中小企業が多いタイプ3は 現在では

ゼロとなっている。中衛体系に登録 しても政府の指導を受けない,ま たは衛星

工場を指導 しない企業も少な くない。執行当局機関の企業に対する指導内容に

ついても,経 営管理や人材教育の指導に止まると.同時に,企 業側から 「素人が

玄人に教えている」や 「指導費が高すぎる」「企業 自らで技術を導.人で きる」

などの声が聞かれた。すなわち,中 衛制度によれば,政 府は中心工場に対 して

衛星工場を工業局に登録させる,同 時に衛星工場に対する指導 ・援助を促す こ

とになっているが,中 心工場自らが衛星工場を育成する積極性がない限り,政

府の期待は容易に実現せず,上 からの中衛関係の育成は困難なことを示してい

る。

そもそも,中 衛制度が本来的に期待してきた日本的な下請 ・系列関係のよ.う

.な緊密な企業間関係の形成は台湾の企業環境にとっては限界があると思われる。

なぜなら,ま ず,外 国企業からの影響である。本来なら,台 湾の組立メ.一カー

と部品メーカーとの間に存在すべき技術 ・開発をめぐる企業間関係は,そ こに

外 国企業が絡むことにより外国の組立メーカーと部品メーカー との関係が重

なって,い わゆる 「四角企業間関係」となって現れる端 その結果,台 湾の企

業はあたか も 「外国企業の衛星工場」のような位置に存在することにな り,中

衛関係は外国企業の下請の延長にすぎな くなっている。台湾の中衛工場間の技

術交流がきわめて少ないのは主としてこうした理由によっている。次に,台 湾

の企業集合体についてである。1970年 代に形成され始めた民間の 「集団企業」

のなかには,同 一業種のなかで原材料の供給から製品の製造,流 通までに関連

する形態のものは少なく,そ のほとんどは異なる産業分野にまたがる多角化経

営を中心 とする企業集合体 となっている。同時に,そ れらの民間大企業は,今

34)財 団法人中衛発展 中心r台 湾区汽車零組件工業之未来発展作ト 提 昇汽車零組件廠商競争力

之作法』30ペ ージ。
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日まで依然として家族経営が中心であり,所 有 と経営権 とが分離 していないと

指摘されている謁。すなわち,台 湾の企業間関係には特定の大企業と個々の傘

.下企業とのタテの企業間関係 と.いった日本の企業系列の特徴鋤が欠如 している。

しか も大企業 も中小企業 も家族経営を中心 とする企業形態 にあって,垂 直統

合 ・水平合併の機能が働きにくいことが指摘される。以上のように,中 衛制度

の限界 とは,台 湾経済における外国企業か らの強い影響力や台湾の企業構造の

特徴などをそのまま反映 しているのである。.

台湾政府は,.企業の生産効率を高め,規 模の経済性を生かすために,企 業間

の合併や大企業を核 とする中衛体系を推 し進めてきた。これらは,い ずれも政

策的に大企業の形成や企業系列の進展を促す傾向にあ.るかにみえた。.しか し,.

台湾経済においては中小企業 こそその担い手であるという特徴が見落されてい

た。現在,中 衛制度と並んで,政 府は中小企業を中心とする支援政策を次々と

打 ち出 し,中 小企業間のネットワークを強調 し始めているのは台湾の企業政策

の新 しい試みであると思われる。

35)谷 浦孝雄編 「台湾のL業 化一 国際加工基地の形成」 第4章,ア ジア経済研究所,]988年5月 。

36>γ 谷政弘 『日本の系列 と企業 グループ』 有斐閣,ユ993年,2Z6ペ ー ジ。


